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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１） 対象地域 

    構成市町村名  あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町 

    面    積  ４３２．４７ km2 

人    口  １０６，７８２人 （平成 20年 3月 31日現在） 

（内  訳） 

市 町 村 名 あきる野市 日の出町 檜原村 奥多摩町 構成区域 

面積（km2） 73.34  28.08  105.42  225.63 432.47  

人口（人） 81,475  15,849  2,872  6,586 106,782  

      ＊ 参考として「対象地域図」を添付資料１に示す。 

 

（２） 計画期間 

    本計画は、平成２１年４月１日から平成２８年３月３１日までの７年間を計画期間とす

る。 

    なお、目標の達成状況や社会情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すもの

とする。 

 

（３） 基本的な方向 

あきる野市、日の出町、檜原村、及び奥多摩町地域（以下「４市町村地域」という。）は、

東京都の西部に位置している。４市町村地域の東部地区は、ＪＲ及び高速道路等の交通網

が発達し都心への通勤・通学圏内となっており、近年では、郊外型の大規模店舗の進出も

みられる。一方、西部地区は豊かな自然環境に恵まれて、都心や近県からの観光客で賑わ

っている。 

このような地域特性を有することから、家庭系ごみのほか観光ごみの排出も多いものと

思われる。 

また、生活排水処理については、公共下水道整備を中心として処理率が向上しており、

これに伴い、し尿処理施設におけるし尿、浄化槽汚泥の処理量は急減している。 

今後の基本方針としては、次の事項を基本的な方策として、資源循環型社会形成を目指

すものである。 

ア 生活環境の確保 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「ごみ処理基本計画」という。）に基づき、ご 

みを速やかに収集・運搬し、衛生的な生活環境の保全に努める。 

イ 循環型社会形成の推進 

ごみ処理基本計画に基づき、排出抑制の徹底及び再資源化量の増加を目指すとともに、 

    廃棄物の発生から最終処分まで衛生的で適正な収集・運搬、処理・処分を行う。 
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・ 減量化・再使用 ： ４市町村と西秋川衛生組合が連携した啓発活動を推進する。 

・ 再 資 源 化 ：  ４市町村と西秋川衛生組合が連携して、ごみ分別収集の徹底を

図り、資源化率向上を推進し、さらに再生品等の積極利用を促進

する。 

・ 余 熱 利 用 ： ごみ焼却熱の有効利用を図る。 

ウ 中間処理施設の計画と適正管理 

資源化できないごみについては、長期的に安定した処理性能を有する中間処理施設を

整備することにより、適正処理を行うとともに、併せて費用対効果が高く、かつ適正な

維持管理を継続的に図るものとする。 

エ 最終処分場の延命 

       適正なごみの処理・処分を完結させるため、減量化・減容化により最終処分場の負荷

の軽減を図るとともに、中長期的な処理・処分体系を確保することにより延命を図る。 

オ 生活排水処理の推進 

  生活排水については、一般廃棄物（生活排水）処理基本計画に基づき、下水道による

処理を主体とし、下水道計画区域にあっては公共下水道の整備と未接続家庭等の接続率

の向上を図り、下水道計画区域外の区域では、合併処理浄化槽の設置を推進する。 

また、４市町村と連携し、秋川衛生組合で運営している現有のし尿処理施設は、老朽

化に加え下水道の普及により処理量が急減し、施設規模が過大となっていることから、

平成３０年度竣工を目途に、適正な規模で施設の更新を行う。 

  新施設は、省エネ、省資源、資源化に配慮した汚泥再生処理センターとする。 

 

（４） 広域化の検討状況 

    現在、４市町村地域では西秋川衛生組合を構成し、ごみの中間処理と最終処分に関して、

広域的な対応を実施している。 

    また、同じ４市町村で構成される秋川衛生組合では、し尿・浄化槽汚泥の処理に関して

広域的な対応を実施している。 

    今後も、このような広域的な取り組みにより、効率的なごみ及びし尿等の処理・処分を

継続していくものとする。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１） 一般廃棄物等の処理の現状 

    平成１９年度の一般廃棄物の排出及び処理状況は図１に示すとおりである。 

ア 排出量（施設搬入・処理量）は 34,108トンであり、集団回収量（2,806トン）を含め

ると、総排出量は 36,914トンである。 

イ 総排出量に対する総資源化量（9,701トン＝直接資源化量＋処理後再生利用量＋集団回

収量）は、リサイクル率にして 26.3％である。 

ウ 中間処理による減量化量は、22,694 トンであり、総排出量から集団回収量を除いた排

出量の 66.5%を減量化している。 

エ 最終処分量は、集団回収量を除いた排出量の 13.2%に当たる 4,519トンを埋め立ててい

る。 

オ 中間処理量は 29,016トンである。なお、このうち焼却量は 24,376トンであった。 

カ 現在、焼却施設では温水の一部の場内利用を行っている。 

 

集団回収量                                              総資源化量 

   2,806t                                                                                    9,701t 

                                   直接資源化量              処理後再生利用量 

                            5,092t                          1,803t 

                         (14.9%)     処理残さ量       (5.3%) 

                                      6,322t 

                  計画処理量        中間処理量          (18.5%)      処理後最終処分量 

           34,108t          29,016t                               4,519t 

  排 出 量          (100.0%)      (85.1%)      減 量 化 量       (13.2%) 

 34,108t                                   22,694t 

                  自家処理量      直接最終処分量         (66.5%)                             最終処分量 

                0t        0t                                               4,519t 

                                     (0.0%)                                                 (13.2%) 

（ ）内数値は、計画処理量に対する割合 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 19年度） 

 

（２） 生活排水の処理の現状 

    平成１９年度の生活排水の処理状況及びし尿汚泥等の排出量は次のとおりである。 

    生活排水処理対象人口は、全体で 106,782人であり、水洗化人口は 85,565人、汚水衛生

処理率 80.1％である。 

    し尿発生量は 9,503kℓ/年、浄化槽汚泥発生量は 8,814kℓ/年であり、処理・処分量（＝収

集・運搬量）は 18,317kℓ/年である。 

 

26.3% 

(リサイクル率) 
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      公共下水道    

  

 
 

    76,499人    

      (71.6%)    

          

   処理人口   特定環境保全公共下水道    

   85,565人   313人    

   (80.1%)   (0.3%)    

          

      合併処理浄化槽等    

      8,753人    

総 人 口      (8.2%)   浄化槽汚泥発生量 

106,782人         
8,814kℓ/年 

(100.0%)      単独処理浄化槽   

      13,798人    

      (12.9%)    

          

   未処理人口   非水洗化人口(汲取人口)   し尿発生量 

   21,217人   7,187人   
9,503kℓ/年 

   (19.9%)   (6.8%)   

          

      自家処理人口    

      232人    

      (0.2%)    

 

図２ 生活排水の処理状況フロー（平成 19年度） 

 

（３） 一般廃棄物等の処理の目標 

    排出抑制等の目標値 

    本計画の計画期間内においては、廃棄物の減量化を含め、循環型社会の実現を目指し、 

表１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 



 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

指      標 単 位 
  参 考（割合） 

（平成 9 年度） 

現 状（割合※ 1） 

（平成 19 年度） 

目 標（割合※ 1） 

（ 平 成 2 8 年 度） 

 対平成 9 年度比   対平成 9 年度比  対平成 19 年度比  

排 出 量 

事業系 総排出量※ 2 トン －   －   －  (   －   )  (   －   )  

１事業所当たりの排出量 トン/事業所 －   －   －  (   －   )  (   －   )  

家庭系 総排出量 トン 34,561  34,108 (  -1.3%)  36,453 ( 5.5%)  ( 6.9%)  

１人当たりの排出量※ 3 kg/人 271.6  254.0 (  -6.5%)  247.7  (-8.8%) (-2.5%)  

合 計 事業系家庭系排出量合計 トン 34,561  34,108 (  -1.3%)  36,453  ( 5.5%)  ( 6.9%) 

再生利用量 

総資源化量※ 4 トン 7,699  ［ 21.3%］ 9,701  ［ 26.3%］ 13,593 [34.2%] 

直接資源化量 トン 3,782  ［ 10.9%］ 5,092  ［ 14.9%］ 5,558 ［15.2%］ 

処理後再生利用量 トン 2,351  ［  6.8%］ 1,803  ［  5.3%］ 4,732 [13.0%] 

うち（スラグ・金属資源化量） トン －   －   3,025 ［ 8.3%］ 

熱 回 収 量 熱回収量（年間の発電電力量） MWh －   －   9,660  

減 量 化 量 中間処理による減量化量 トン 22,668  ［ 65.6%］ 22,694  ［ 66.5%］ 24,780 [68.0%] 

最終処分量 埋立最終処分量 トン 5,760  ［ 16.7%］ 4,519  ［ 13.2%］ 1,383 [ 3.8%] 

掘り起こし量 最終処分場掘り起こし処理量 トン     3,200 ― 

※１ 排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合  
※２ 「事業系 総排出量」は、家庭系と併せて収集しているため、「事業系  総排出量」のみの算出は不能  

※３ （１人当たりの排出量）＝｛（家庭系ごみの総排出量）－（家庭系ごみの資源ごみ量）｝/（人口） 
《指標の定義》 

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕     減量化量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：トン〕 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕                            最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

熱 回 収 量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕                              人 口：106,782 人(平成 20.3.31 現在)、116,383 人(推計:平成 29.3.31 現在)   
※４ 「総資源化量」の割合は、集団回収量を含めた排出量に対する割合  
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集団回収量                                              総資源化量 

   3,303t                                                                                    13,593t 

                                   直接資源化量              処理後再生利用量注 1) 

                            5,558t                           4,732t 

                         (15.2%)     処理残さ量        (13.0%) 

                                      6,115t  

                  計画処理量        中間処理量          (16.8%)      処理後最終処分量 

           36,453t          30,895t                                1,383t 

  排 出 量          (100.0%)      (84.8%)      減 量 化 量         (3.8%) 

 36,453t                                   24,780t 

                  自家処理量      直接最終処分量         (68.0%)                             最終処分量 

                0t        0t                                               1,383t 

                                     (0.0%)                                                  (3.8%) 

（ ）内数値は、計画処理量に対する割合 

注 1） 処理後再生利用量には、最終処分場掘り起こしによるスラグ、金属類を含まない。 

図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成 28年度） 

 

 

（４） 生活排水処理の目標 

    生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、公共下水道、合併処理浄化槽の

整備等を進めていくものとする。 

 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

  平成 19年度実績 平成 28年度目標 

処理形態別 公 共 下 水 道 76,499 人 (71.6%) 106,166 人 (91.2%) 

人口 特定環境保全公共下水道 313 人 (0.3%) 227 人 (0.2%) 

 合 併 処 理 浄 化 槽 等 8,753 人 (8.2%) 3,756 人 (3.2%) 

 未 処 理 人 口 21,217 人 (19.9%) 6,234 人 (5.4%) 

 合  計 106,782 人  116,383 人  

し尿・汚泥 汲 み 取 り し 尿 量 9,503 kℓ  2,701 kℓ  

の量 浄 化 槽 汚 泥 量 8,814 kℓ  4,271 kℓ  

 合  計 18,317 kℓ  6,972 kℓ  

 

 

 

 

 

 

 

34.2% 

(リサイクル率) 
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      公共下水道    

  

 
 

    106,166人    

      (91.2%)    

          

   処理人口   特定環境保全公共下水道    

   110,149人   227 人    

   (94.6%)   (0.2%)    

          

      合併処理浄化槽等    

      3,756人    

総 人 口      (3.2%)   浄化槽汚泥発生量 

116,383人         
4,271kℓ/年 

(100.0%)      単独処理浄化槽   

      4,192人    

      (3.6%)    

          

   未処理人口   非水洗化人口(汲取人口)   し尿発生量 

   6,234人   1,941人   
2,701kℓ/年 

   (5.4%)   (1.7%)   

          

      自家処理人口    

      101 人    

      (0.1%)    

図４ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（平成 28年度） 
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３ 施策の内容 

（１） 発生抑制、再使用の推進 

   ア 有料化 

     ４市町村のうち、あきる野市では平成１６年度から戸別収集・有料化を実施し、対前

年度比で約４,４００トン（約１４％）のごみ減量効果が得られた。今後も、一層の排出

抑制に向けて努力するとともに、必要に応じて制度の見直しを図っていくこととする。      

また、日の出町においても、現在戸別収集・有料化の検討を行っているところであり、

本計画の期間内における戸別収集・有料化の実施を目指している。さらに檜原村では、

戸別収集・有料化についての検討を始めたが、山間地及び高齢者世帯が多いなど、地域

特性による課題がある。 

奥多摩町では、ごみ処理手数料については、平成９年度より現在の定額制従量制併用

型による料金体系となっており、ここ数年改定作業がされていない。今後有料化を導入

していくか検討する。 

イ 環境教育、普及啓発、助成  

  修理再生展示施設を整備する中で、４市町村地域の住民、学校及び関係団体等を対象

とした見学会等を積極的に実施する。さらにリサイクルフェアの開催やごみ情報誌の配

布などを実施し、情報の収集・提供を図るとともに、生きた環境教育の普及啓発を推進

する。 

また、集団回収補助事業や生ごみ堆肥化容器等の補助制度について、そのしくみや補

助金額の見直しなどを行い充実と推進を図る。 

  ウ マイバッグ運動、レジ袋対策 

          あきる野市では、ごみ発生抑制の推進等に係る課題を解決するため、公募市民、事業

者等により「ごみ会議」を設置し、ごみ減量意識の向上のための活動を行なっている。 

また、リサイクルフェア等のイベントでは、レジ袋削減のためのマイバックの無料配布

やキャンペーンを実施している。 

 日の出町、檜原村においては、広報により定期的に啓発活動を実施しており、今後、

具体的な活動の実現に向けて検討していくこととしている。 

 ４市町村地域内では、スーパーマーケットや小売店の協力により、マイバックを持参

した住民に対し、スタンプカード制度による還元を実施している。 

レジ袋対策については、当面、小売業者による独自の取り組みを見守ることとするが、

行政として情報提供などによる積極的な関与を行っていくものとする。 

エ 資源化の推進 

住民、関係団体、事業者及び行政の連携を図り、次のことを推進する。 

（ア） 地域等を単位とした集団回収による新聞・雑誌類等の資源化をさらに推進する。 

（イ） 生ごみ堆肥化容器等の利用により、学校、町内会・自治会単位の厨芥類の減容化

と再生利用を図る。 

（ウ） 地域内の飲食店と協力して、割り箸を使わず、箸の洗浄による再利用の推進につ

いて検討する。 
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表３ 主な補助制度の取組み 

 あきる野市 日 の 出 町 檜 原 村 奥 多 摩 町 

集

団 
 

回

収 

［対象物・補助額］ 

古紙類 １kgにつき 10円 

鉄  類 １kgにつき 10円 

アルミ・銅等の金属 

   １kgにつき 20円 

びん類 １本につき  10円 

カレット １kgにつき 10円 

ビンケース １個につき 10円 

［対象物・補助額］ 

古紙類 １kgにつき  7円 

鉄千地  １kgにつき  7円 

アルミ １kgにつき 18円 

びん類 １本につき   7円 

ビンケース １個につき   7円 

 

［対象物・補助額］ 

古紙類 １kgにつき 9円 

びん類 １本につき9円 

 

［対象物・補助額］ 

古紙類 １kgにつき 8円 

古着布 １kgにつき 8円 

鉄  類 １kgにつき 8円 

アルミ １kgにつき 50円 

酒・醤油びん１本につき8 円 

ビールびん 1本につき 8円 

その他のびん 1本につき 6円 

カレット １kgにつき 8円 

家
庭
用
生
ご
み
処
理
装
置
等
の
購
入 

［補助額］ 

電動式生ご

み処理機 

購入費の 1/2 

(限度額3万円) 

コンポスト容器 
購入費の 1/2 

(限度額3千円) 

［利用件数］ 

電動式生ごみ処理機 

   １８年度：５５基 

   １９年度：５２基 

コンポスト容器 

１８年度：１２基 

   １９年度：１７基 

 

［補助額］ 

生ごみ処理機 

購入費の50%以内 

(限度額 

2万 2千円) 

コンポスト容器 

購入費の50%以内 

(限度額 

1,800円) 

［利用件数］ 

生ごみ処理機 

   １８年度： ９基 

   １９年度： ８基 

コンポスト容器 

１８年度： ２基 

   １９年度： ３基 

 

［補助額］ 

生ごみ処理機 

(平成 20 年度

開始) 

購入費の 1/2 

(限度額 

1万 5千円) 

コンポスト容器 

(平成 19 年度

終了) 

1基 3,500 円 

(ごみ収集不可

能地区居住者 ) 

5,000円 

［利用件数］ 

生ごみ処理機 

  ２０年１１月現在： ４基 

 コンポスト容器 

１８年度： ０基 

   １９年度： １基 

 

［補助額］ 

電動式生ご

み処理機 
なし 

コンポスト容器 購入費相当額 

［利用件数］ 

コンポスト容器 

１８年度： ２基 

   １９年度： ４基 

 

 

オ 生活排水対策 

   ・排出汚濁負荷量削減の推進 

     啓発のための広報活動 

     排出抑制用品の普及 

     無りん洗剤・石けんの使用 

   ・汚泥再生処理センター施設整備による汚泥の再利用 

 

 



 10 

（２） 処理体制 

ア 家庭ごみ処理体制の現状と今後 

    分別区分及び処理方法については、表４のとおりである。今後の処理体制は、

次のとおりとする。 

（ア） 新たな熱回収施設の稼働に合わせ、組織市町村間において一部異なってい 

る分別区分について、できる限りの統一を行い、ごみの効率的な収集と処理 

の促進を図る。 

（イ） 現在の燃やせないごみの一部は、今後可燃ごみとして収集し、新たな熱回

収施設によりスラグ・金属として資源化を図るとともに、発電及び温水利用

を行う。 

     （ウ） 粗大ごみ及び臨時多量ごみについては、地域住民、４市町村及び西秋川衛

生組合による協議の上、直接搬入について検討する。 

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

   あきる野市、日の出町、檜原村の３市町村では、事業系一般廃棄物も、家庭系

ごみと同様の分別区分により、有料で処理している。 

事業系ごみの減量やリサイクルを進めるため、大規模事業所に対するごみ減量 

及び再利用に関する計画書の提出について徹底するとともに、計画の確実な実施

を促していくこととする。また、事業系ごみの適正な処理をさらに推進するため、

情報収集や情報提供を行うことにより事業者の意識啓発を図り、事業所単位の循

環型を指導していくものとする。 

 また奥多摩町では、事業系一般廃棄物は、排出責任者によって直接搬入され

ているが、有料化等も含め処理体制については今後 3 市町村と出来る限りの

統一を図る。 

ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

   現状は、産業廃棄物の受入、処理を行っていない。この方向は今後も継続して 

いく方針である。 

   エ 生活排水処理の現状と今後 

     生活排水の処理については、今後も下水道での処理を主体とするが、下水道計

画区域外においては、合併処理浄化槽の整備を進めていく。 

     し尿、浄化槽汚泥については、現在、し尿処理施設において処理し、生じた汚

泥を脱水後、場外搬出処分しているが、今後は、計画している汚泥再生処理セン

ターで助燃剤化し、再利用を進める。 

     また、特定環境保全公共下水道処理施設の余剰汚泥も、現在は場外搬出処分し

ているが、今後は汚泥再生処理センターで再生利用を図る。 
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オ 今後の処理体制の要点 

   今後の処理体制の要点は、次のとおりとする。 

 

◇ 分別区分の統一化により、ごみの収集・処理効率の向上を図るとともに、 

新たな熱回収施設での溶融処理による資源化の促進、熱回収による発電及び 

温水利用を図る。 

◇ 事業系一般廃棄物については、大規模事業所におけるごみ減量及び再利用 

に関する計画の確実な実施を促すとともに、事業所単位の循環型の指導によ 

り事業系一般廃棄物の発生抑制を図る。 

◇ 産業廃棄物については、今後も処理・処分は行わない方針とする。 

◇ 新たに整備する汚泥再生処理センターにおいて、し尿、浄化槽汚泥等を処 

 理し、助燃剤化するとともに、特定環境保全公共下水道処理施設から発生す 

 る汚泥も合わせて処理を行う。 

 



 

表４ 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

1
2
 

現     状 （平成 19 年度） 

分 別 区 分 処理方法 処 理 施 設 等 
処理実績 

(トン) 

 燃やせるごみ 焼却 

西秋川衛生組合 

高尾清掃センター焼却
施設 
奥多摩町クリーンセンター 

ごみ処理施設 

21,583 

燃やせないごみ 

破砕 

選別 

埋立 

西秋川衛生組合 
高尾清掃センター 
不燃物処理・資源化施設 
西秋川衛生組合最終処分場 
奥多摩町クリーンセンター 
不燃物処理・資源化施設 
奥多摩町最終処分場 

4,813 

粗大ごみ 
破砕 

選別 

西秋川衛生組合 

高尾清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

奥多摩町クリーンセンター 
不燃物処理・資源化施設 

1,008 

資 
 

源 

缶 類 

選別 

圧縮 

西秋川衛生組合 

高尾清掃センター 

不燃物処理・資源化施設 

（売  却） 

奥多摩町クリーンセンター 

不燃物処理・資源化施設 

 

707 

ペット 

ボトル 
138 

びん類 選別 832 

紙 類 

ストック 

4,445 

布 類 534 

有害ごみ  委 託 55 

 

今    後 （平成 28 年度） 

分 別 区 分 処 理 方 法 
処 理 施 設 等 処理予測 

(トン) 
分 別 区 分 

一次処理 二次処理 

可燃ごみ 
焼   却 

(熱回収) 

発  電 

温水利用 

西秋川衛生組合 

高尾清掃センター

熱回収施設 

スラグ：再生利用 

27,813 可燃ごみ 

金  属：売 却 

飛灰：西秋川衛生組合 

    最終処分場 

不燃ごみ 破砕：埋立 破 砕 西秋川衛生組合最終処分場 303 埋立ごみ 

粗大ごみ 
焼   却 

(熱回収) 

発  電 

温水利用 

西秋川衛生組合 

破砕施設で破砕後、 
焼却（熱回収） 

スラグ：再生利用 
金 属：売却 
飛灰：西秋川衛生組合 

    最終処分場 

1,014 粗大ごみ 

資 
 
 
 

源 

缶 類 

リサイクル 

圧縮・売却 

西秋川衛生組合 

リサイクルセンター 

再資源化 729 缶類 

ペットボトル 
圧縮・梱包・ 

再資源化 
再資源化 140 ペットボトル 

白色トレイ 
梱包・ 

再資源化 
再資源化 37 白色ﾄﾚｲ 

びん類 再資源化 再資源化・売 却 878 びん類 

紙 類 売 却 ストック 売 却 4,873 紙類 

布 類 売 却 ストック 売 却 565 布類 

有害ごみ 委 託  ストック 委 託 63 有害ごみ 

掘り起し 
焼   却 

(熱回収) 
再資源化 粒度選別・溶融 可燃ごみに同じ 3,200 ― 

 ※ 家庭ごみの具体的な分別区分については、〔添付資料３〕に示す。 
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（３） 処理施設の整備 

   ア 廃棄物処理施設 

    上記(２)の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表５のとおり必要な施設

整備を行う。 

 

表５ 整備する処理施設計画 

 

事業 

番号 
整備施設種類 事  業  名  処 理 能 力 設置予定地  事 業 期 間 

１ 最終処分場 

西 秋 川 衛 生 組 合 

第２御前石最終処分場 

整 備事業 

増設分： 

30,524 ㎥ 

総埋立容量 

87,000 ㎥ 

あきる野市 

網代 483 番地外 
H.22 

２ 熱回収施設 
西 秋 川 衛 生 組 合 

熱 回 収 施 設 整 備 事 業 
117t/日 

あきる野市 

高尾 521 番地 
H.23～H.25 

３ 最終処分場  

西 秋 川 衛 生 組 合 

第２御前石最終処分場 

再 生 事 業 

87,000 ㎥ 
あきる野市 

網代 483 番地外 
H.25 

４ 
リサイクル施   

設 

西 秋 川 衛 生 組 合 

リサイクルセンター整備事業 

（ストックヤード及び容器包 

  装リサイクル施設を含む） 

11.2t/日 
あきる野市 

高尾 521 番地 
H.26～H.27 

５ 
修理・再生 

展 示 施 設 

西 秋 川 衛 生 組 合 

修理・再生展示施設整備事業 
約690㎡ 

あきる野市 

高尾 521 番地 
H.24～25 

参考１ 
汚 泥 再 生 

処理センター 

秋 川 衛 生 組 合 

汚泥再生処理センター 

整 備事業 

20kℓ/日 
あきる野市 

小川東 1-1-1 

第2期計画 

H.28～H.30 

 

（整備理由） 

    事業番号１ 第２期整備事業分が埋立完了となるため、第３期整備事業を実施する。 

事業番号２ 既存焼却施設の老朽化、ごみの資源化及び熱エネルギーの回収・有 

効利用を図るため。 

事業番号３  埋立物の掘り起こし処理による最終処分場の延命化を図るため。 

事業番号４  既存施設の老朽化、容器包装リサイクル法に基づくリサイクルを促

進するための施設整備。 

事業番号５  中古品・不用品の再生利用品、資料等の展示などによる３Ｒの普及

啓発に資するための施設整備。 

事業番号 参考１  

老朽化及び過大化している現有し尿処理施設（140kℓ/日）を適正規

模に更新するための施設整備。また、循環型社会形成のため、新施

設は汚泥再生処理センターとして汚泥の再資源化を図る。 
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   イ 合併処理浄化槽の整備 

     合併処理浄化槽については表６のとおり行う。 

 

表６ 合併処理浄化槽への移行計画 

あきる野市 

事 業 

直近の整備済基数 

（平成 24年度） 

（基） 

整備計画基数 

（基） 

整備人口 

（人） 
事業期間 

浄化槽設置整備事業 1,523 39 240 H.25～27 

浄化槽設置整備事業 
（単独浄化槽撤去） 

1,875 3 15 H.25～27 

合  計  42 255  

 

檜原村 

事 業 

直近の整備済基数 

（平成 22年度） 

（基） 

整備計画基数 

（基） 

整備人口 

（人） 
事業期間 

浄化槽設置整備事業 241 15 85 H.23～27 

合  計  15 85  
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 （４） 施設整備に関する計画支援事業 

     (３)の施設整備に先立ち、表７のとおり計画支援事業を行う。 

 

表７ 実施する計画支援事業 

事業   

番号 
事  業  名 事 業 内 容 事 業 期 間 

３１ 
西秋川衛生組合  第２御前石最終処分場整備事業 

（事業番号 1）に係る実施設計・発注仕様書等事業 

実施設計、発注仕様

書作成業務 
H.21 

３２ 

西秋川衛生組合 熱回収施設整備事業（事業番号 2）、

西秋川衛生組合 リサイクルセンター整備事業（事

業番号 4）、西秋川衛生組合 修理・再生展示施設整備

事業（事業番号 5）に係る発注仕様書等策定事業 

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 選 定

ア ド バ イ ザ リ ー 及

び 発 注 仕 様 書 作 成

業務 

H.21～H.22 

３３ 
西秋川衛生組合第２御前石最終処分場再生事業 

（事業番号 3）に係る基本設計等調査事業 

再生計画策定、基本

設計、発注仕様書の

作成業務 

H.23～H.24 

３４ 
秋川衛生組合 汚泥再生処理センター整備事業に

係る生活環境影響調査等事業 

生活環境影響調査 

地質調査 

測量調査 

土壌汚染調査 

発注仕様書作成等 

発注支援業務 

H.26～27 

 

 

（５） その他の施策 

４市町村地域における循環型社会を形成する上で、次の施策を実施してきたが、 

今後も継続・推進を図るものとする。 

   ア 再生利用品の拡大事業 

熱回収施設により生成された溶融スラグについては、コンクリート又はアスフ

ァルトの骨材、路盤材及びコンクリートの２次製品の骨材等として用いることと

している。また、金属は鉄やアルミに分別され、メタル類は重機のカウンターウ

エイトなどに再利用する。 

   イ 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づき、適切な

回収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、さらなる普

及啓発を図る。 

   ウ 不法投棄対策 

     不法投棄対策として４市町村、西秋川衛生組合、管内の警察署や地域の町内

会・自治会など関係機関・団体等と連携した啓発活動、看板の設置、パトロール

の強化や街灯の設置などを行うとともに、さらに監視や通報体制を充実し不法投

棄防止を図る。 
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   エ 清掃・美化活動の充実 

     ４市町村では、行政と町内会・自治会が一体となって、年２回の一斉清掃活動

を行っているが、広報等を利用しより多くの住民の参加を促すことで、この活動

をさらに推進するとともに、環境教育の一環として環境保全への理解を深めても

らう。 

   オ 温水供給 

     計画している熱回収施設では、場内での熱利用のほか、近隣の福祉施設へ温水 

    を供給し、有効な熱利用を図ることも併せて検討する。 

カ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

     災害発生時には、４市町村における一時的かつ急激な廃棄物の増加及び広域支

援体制に基づく災害廃棄物処理に関する応援要請が予想されることから、それぞ

れの市町村が策定する災害廃棄物処理計画を踏まえ、災害時に発生する廃棄物の

広域的処理体制の確保を図るため、地域内及び周辺地域の連絡体制を構築する。 

なお、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を行うため、具体的な収集、運搬、臨 

時集積地の選定などについても、今後策定する４市町村の災害廃棄物処理計画に

おいて定めるものとする。 

      ※ 最終処分場・・・第２御前石最終処分場とする。 

 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

（１） 計画のフォローアップ 

    ４市町村、西秋川衛生組合、及び秋川衛生組合は毎年度、計画の進捗状況を把握

し、その結果を公表するとともに、必要に応じて４市町村、東京都及び国と意見交

換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

（２） 事後評価及び計画の見直し 

    計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果を取りまとめた時点で、速や

かに、計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

   また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるも

のとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見

直すものとする。 
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■ 添付資料１ 対象地域図 

 

 

（広域位置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       対象地域 

 

 

（東京都位置図） 
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■ 添付資料２

   指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ

２－１　人口の実績（平成19年まで）と推定結果

２－２　最終処分量の実績（平成19年まで）と推定結果

添付資料２(1) 
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２－３　資源化量の実績（平成19年まで）と推定結果

２－４　減量化施策後のごみ量の実績（平成19年度まで）と推定結果
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２－５　減量化施策後の総合原単位の実績（平成19年度まで）と推定結果
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添付資料２(4) 

２－６ 指標と人口等の要因に関するトレンドグラフ（生活排水処理） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：kℓ/年

区分　　　　　年度 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27

合併処理浄化槽汚泥 6,113 5,557 5,479 6,022 4,923 4,857 4,839 4,427 4,004 4,103 3,869 3,468 3,176

単独処理浄化槽汚泥 6,699 5,555 4,871 4,633 3,891 3,711 3,084 2,736 2,430 2,522 1,825 1,679 1,570

し尿 13,373 11,586 10,438 9,787 9,503 8,417 7,488 6,859 6,855 5,169 3,723 3,395 3,030

区分　　　　　年度 H.28 H.29 H.30 H.31 H.32 H.33 H.34 H.35 H.36 H.37 H.38 H.39 H.40

合併処理浄化槽汚泥 2,811 2,628 2,665 2,446 2,336 2,117 1,971 1,862 1,679 1,570 1,497 1,314 1,241

単独処理浄化槽汚泥 1,460 1,424 1,351 1,241 1,168 1,132 1,095 986 913 840 803 767 694

し尿 2,701 2,519 2,336 2,190 2,044 1,898 1,752 1,606 1,460 1,351 1,205 1,095 1,022

単位：人

　区分　　　　　年度 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27

総人口 106,758 106,587 106,638 106,392 106,782 107,902 111,557 112,280 112,836 113,402 114,408 115,061 115,718

下水道水洗化人口 68,326 70,882 73,170 74,804 76,499 79,357 85,073 93,413 95,268 98,591 100,938 102,818 104,544

特定環境保全公共下水道人口 364 354 353 339 313 302 303 289 270 261 251 243 235

合併処理浄化槽人口 8,795 8,969 9,123 8,982 8,753 8,329 8,508 6,444 6,024 5,187 5,167 4,652 4,188

未処理人口 29,273 26,382 23,992 22,267 21,217 19,914 17,673 12,134 11,274 9,363 8,052 7,348 6,751

　区分　　　　　年度 H.28 H.29 H.30 H.31 H.32 H.33 H.34 H.35 H.36 H.37 H.38 H.39 H.40

総人口 116,383 116,691 117,005 117,325 117,650 117,980 118,305 118,212 118,122 118,035 117,951 117,870 117,792

下水道水洗化人口 106,166 107,035 107,898 108,764 109,606 110,451 111,291 111,674 112,059 112,417 112,747 113,014 113,244

特定環境保全公共下水道人口 227 219 212 205 198 191 185 179 173 167 161 156 151

合併処理浄化槽人口 3,756 3,530 3,311 3,093 2,893 2,693 2,491 2,313 2,127 1,963 1,808 1,677 1,557

未処理人口 6,234 5,907 5,584 5,263 4,953 4,645 4,338 4,046 3,763 3,488 3,235 3,023 2,840



■ 添付資料３ 

家庭ごみの現状と今後の具体的な分別区分 

 

現  状 
種  類 

今  後 

区 分 処理方法 区 分 処理方法 

燃やせる 

  ご み 
焼 却 

生ごみ類 

可燃ごみ 

溶融資源化 

資源化 

(金 属・スラグ) 

埋 立=飛 灰 

紙 類(非資源対象) 

衛生品類 

生活用品 

葉・草・板・棒 

木の枝 

燃やせない 

    ご み 

選 別・焼 却 

・埋 立 

プラスチック 

皮革類 

ゴム・ビニール 

資源物対象外 

その他 

選 別・埋 立 

ガラス類・陶磁器類 

不燃ごみ 
選 別→破 砕→ 

  資源化・溶 融 

小型家電製品 

鋭利なもの（包 丁・ 

針・釘など） 

その他 

破 砕・焼 却 白色トレイ 

資 源 

資源化 

資 源 

圧 縮・資源化 ペットボトル 
選 別・圧 縮 

      ・資源化 
選 別・資源化 

金属類 

缶 類 

びん類 選 別・資源化 

再 生・資源化 

新聞紙 

再 生・資源化 

雑誌類 

ダンボール 

紙パック 

布 類 

有害ごみ 委託処理 

スプレー缶 

有害ごみ 

選 別・資源化 
カセットボンベ 

蛍光管 

選 別・委託処理 乾電池 

体温計 

粗大ごみ 

破 砕→選 別→ 

資源化･埋 立 

          ･焼 却 

電 気･ガ ス･石油器具 

粗大ごみ 
破 砕→選 別→ 

  資源化・溶 融 

家 具・寝 具 

趣 味・健康用品 

その他 

 

添付資料３ 



添付資料 4（1） 

■ 添付資料４ 

 

現有処理施設の概要 

 

名  称 西秋川衛生組合 高尾清掃センター 

所 在 地 あきる野市高尾 521 番地 

処理施設 ご み 処 理 施 設  粗大ごみ処理施設 不燃物処理･資源化施設 

処理能力 
１５０ｔ/日 

（７５t/日×2 基） 
３０ｔ/日 

不燃ごみ＝２０ｔ/日 
資  源＝２０ｔ/日 

稼働時間 ２４時間/日 ５時間/日 ５時間/日 

処理方法 
全連続燃焼式 

（ストーカー方式） 
破砕・選別処理 破砕・選別処理 

竣工年度 昭和５２年度 昭和５３年度 平成４年度 

 

 

 

名  称 西秋川衛生組合 第２御前石最終処分場 

所 在 地 あきる野市網代４８３番地外 

形式・処理方法 準好気性 

埋 立 面 積 １．０１ｈａ 

全 体 容 量 ５６，４７６㎥ 

廃棄物処分容量 ４３，８５９㎥ 

埋 立 予 定 期 間 平成１２年度～平成２２年度（予定） 

埋立廃棄物の種類 焼却残さ及び資源化不適残さ 

竣 工 年 度 第１期 平成１２年度 、 第２期 平成１５年度 

 



添付資料 4（2） 

 

名  称 奥多摩町クリーンセンター 

所 在 地 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 850-1 及び 3 

処 理施設 ご み 処 理 施 設 不燃物処理･資源化施設 

処 理能力 （１３t/８ｈｒ×１炉） １０ｔ/日 

稼 働時間 ８時間/日 ５時間/日 

処 理方法 
機械化バッチ式燃焼式 

（ストーカ方式） 
圧縮 

竣 工年度 平成元年３月 平成２年３月 

 

 

名  称 奥多摩町クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 850-3 

形式・処理方法 ― 

埋 立 面 積 １，０２０㎡ 

全 体 容 量 ３，７００㎥ 

埋 立 予 定 期 間 平成６年度～未定 

埋立廃棄物の種類 焼却残さ及び資源化不適残さ 

竣 工 年 度 平成６年３月 

 

 

名  称 秋川衛生組合 玉美園し尿処理施設 

所 在 地 東京都あきる野市小川東 1-1-1 

処 理 能 力 １４０kℓ/日 

稼 動 時 間 ２４時間/日 

処 理 方 式 標準脱窒素処理方式＋凝集沈殿 

竣 工 年 度 平成６年度（改造） 

 



様式１

１　地域の概要

 (1)地域名 人

組合を構成する市町村： 西秋川衛生組合　設立(予定)年月日：　昭和４８年　７月　２日　設立、認可予定　　

設立されていない場合、今後の見通し： 秋川衛生組合　　設立(予定)年月日：　昭和４２年　４月　１日　設立、認可予定　　

＊交付要綱で定める交付対象となる要件の内、該当する項目すべてに○を付ける。

２　減量化、再生利用の現状と目標

36,453 ( 6.9%)

247.7 (-2.5%)

36,453 ( 6.9%)

5,239 [13.6%] [13.7%] 5,411 [15.4%] 5,341 [15.3%] 5,325 [15.1%] 5,092 5,558 [15.2%]

9,014 [22.5%] [22.8%] 9,584 [25.8%] 9,801 [26.2%] 9,732 [25.8%] 9,701 13,593 [34.2%]

9,660

25,569 [66.6%] [65.4%] 22,851 [65.2%] 23,021 [65.8%] 23,268 [66.1%] 22,694 24,780 [68.0%]

5,555 [14.5%] [15.6%] 4,743 [13.5%] 4,628 [13.2%] 4,717 [13.4%] 4,519 1,383 [ 3.8%]

3,200

※１ 「事業系 総排出量（トン）」は、家庭系と併せて収集しているため、「事業系 総排出量（トン）」のみの算出は不能

※３ 「総資源化量」の割合は、集団回収量も含めた排出量に対する割合

３　現有施設の状況と更新、廃止、新設の予定

56,476㎥

150t/日

30t/5h

40t/5h

－

13t/日

10t/5h

3,700㎥

140kℓ/日

様
式

１
(
1
)

老朽化、
施設規模の過大化

汚泥再生処理センター
(浄化槽汚泥対応型)

修理・再生展示施設 －

クリーンセンター
（不燃物処理・資源化施設）

奥多摩町一般廃棄物
最終処分場

 埋立最終処分量(トン)

施設の種別

H.30.12 20kℓ/日玉美園し尿処理施設
秋川

衛生組合
H.7.4 H.30.12標準脱窒素処理

有
(改造)

奥多摩町

H.6.4 未定

H.2.4 未定

H.12 未定 現施設埋立完了による増設

H.28.3３Ｒ普及啓発

破砕・選別

S.52

粗大ごみ処理施設 S.53

H.1.4

資 源 化 施 設 H.27.3

クリーンセンター
（ごみ処理施設）

5,445

6,185

選別等

27t/5h

30,524㎥準好気性

ガス化溶融

老 朽 化

H.23.3

－－－

H.28.3

H.26.3 老 朽 化

－

更新､
廃止予定年月

更新､廃止理由

－ －

35,036 35,207

35,207

301.6 258.5 261.8

－ － －

－ －－

　 　1事業所当たりの排出量(ﾄﾝ/事業所) － －

　人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪　山村　半島　過疎　その他

 (6)構成市町村に一部事務組合
等が含まれる場合、当該組合の
状況

平成28年度

あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

 (4)構成市町村等名

－ －

38,417

平成15年度 平成16年度 平成18年度

39,745 35,036

－

－ －

－

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（平成２０年度）

　あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町地域  (2)地域内人口 107,902  (3)地域面積 　４３２.４７　km
2

西秋川
衛　生
組　合

117t/日H.26.3 老朽化･熱利用

11.2t/5h

H.26.3

H.26.3

　あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町、西秋川衛生組合、秋川
　衛生組合

 (5)地域の要件
＊

目　標

平成14年度

 家庭系　総排出量(トン) 38,417

　指標・単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   年
過去の状況・現状（排出量に対する割合

※2
）

平成19年度平成17年度

排　 　　出　　 　量 

 事業系　総排出量(トン) 
※1

　　 1人当たりの排出量(kg/人) 292.3

再   生   利   用   量

－

 総資源化量(トン)
※3

 合　計　事業系家庭系排出量合計(トン)

 直接資源量(トン)

熱    回    収    量  熱回収量(年間の発電電力量　MWh)

開始年月

中間処理による減量化量  減量化量(中間処理前後の差　トン)

最終処分場掘り起こし処理量（トン）掘  り  起  こ  し  量

最   終   処   分   量

補助の
有無

処理能力
(単位)

第２御前石最終処分場

※２　排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合 

型式及び
処理方式

事業主体

現 有 施 設 の 内 容 更新、廃止、新設の内容

型式及び
処理方式

施設竣工
予定年月

備　考処理能力
(単位)

[13.2%]

34,988 34,108

9,517

25,975

－－

254.0

39,745

[14.9%]

[26.3%]

258.7

34,988

－ －－

[66.5%]

34,108

準好気性

ストーカ

破砕・選別

破砕・選別

－

ストーカ

H.4

未定

有

－

ご み 焼 却 施 設

有

有

有

圧　縮

－



４　生活排水処理の現状と目標

［秋川衛生組合］

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付のこと。（別紙参考を参照）

５　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

浄化槽設置整備事業（合併処理浄化槽）

浄化槽設置整備事業（単独浄化槽撤去）

浄化槽設置整備事業（合併処理浄化槽）

※計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付のこと。

様
式

１
(
2
)

　指標・単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   年
過去の状況・現状

91.2%

106,166

目　標

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成28年度

116,383111,557 112,280 112,836 113,402

303 289 270

93,413

86.9%
公共下水道

汚水衛生処理人口

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

76,499

84.4%

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 313 302

85,073

15.8% 10.8% 10.0%

17,673 12,134 11,274
未処理人口 汚水衛生未処理人口

21,217 19,914

19.9% 18.5%

95,268 98,591

76.3% 83.2%

9,363 6,234

5,187 3,756

5.3% 4.6%7.6% 5.7% 3.2%

227

0.2%0.2%

261

0.3% 0.2%

79,357

0.3%

5.4%

8,508 6,444 6,024

8.3%

7.7%

8,329

0.3%0.3%

73.5%

106,782 107,902

基　　数

合併処理浄化槽等
汚水衛生処理人口

（特定環境保全公共下水道） 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

施　設　種　別

8,753

71.6%

現　有　施　設　の　内　容

総人口

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 8.2%

1,523 2,466 S.61.4あきる野市

処理人口
事業主体

65 400 H.29

基　　数

あきる野市

檜原村

開始年月

1,875 4,633 S.61.4 H.29

85 H.27

処理人口 目標年次
備　　　考

整備予定基数の内容

241 769 S.61.4 15

5 25



■ 添付資料５ 

地域内の施設の現況と予定 

[現 状]  

 

[将 来]  

 

     ：焼却施設   ：不燃物処理・資源化施設   ：最終処分場 

  ：熱回収施設    ：リサイクルセンター 

 ☆ ：し尿処理施設（汚泥再生処理センター） 

市役所● 

 ●町役場 

村役場●   

第２御前石 

最終処分場（ 56,476㎥ ) 

檜原村 

日の出町 

あきる野市 

高尾清掃センター 

焼却施設（150t/日) 

粗大ごみ処理施設（30t/5h） 

不燃物処理・資源化施設（40t/5h） 

  

市役所● 

 ●町役場 

村役場●   

第２御前石 

最終処分場（ 87,000㎥ ) 

檜原村 

日の出町 

あきる野市 

高尾清掃センター 

熱回収施設（117t/日) 

リサイクルセンター（11.2t/5h） 

  

添付資料５ 

奥多摩町 

奥多摩町 
 ●町役場 

 ●町役場 

 
 

奥多摩町クリーンセンター・最終処分場 

ごみ処理施設（ 13t/8hr ) 

不燃物処理・資源化施設( 10t/5h ） 

一般廃棄物最終処分場（3,700㎥） 

玉美園 

し尿処理施設（140kℓ/日） 

玉美園 

汚泥再生処理センター（20kℓ/日） 

  
奥多摩町クリーンセンター・最終処分場 

ごみ処理施設（ 13t/8hr ) 

不燃物処理・資源化施設( 10t/5h ） 

一般廃棄物最終処分場（3,700㎥） 



様式２

事業

番号 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成 平　成

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

○再生利用に関する事業 1,150,839 0 0 0 121,910 70,699 341,073 617,157 1,036,378 0 0 0 89,643 51,753 304,576 590,406

リサイクルセンター整備事業

修理・再生展示施設整備事業 ５ H.24 H.25 192,609 0 0 0 121,910 70,699 0 0 141,396 0 0 0 89,643 51,753 0 0

○熱回収等に関する事業 7,271,991 6,083 38,400 351,234 2,428,678 4,285,429 23,300 138,867 5,311,855 0 0 44,104 1,891,900 3,375,851 0 0

熱回収施設整備事業 7,271,991 6,083 38,400 351,234 2,428,678 4,285,429 23,300 138,867 5,311,855 0 0 44,104 1,891,900 3,375,851 0 0

エネルギー回収（1/3） 4,015,317 6,083 38,400 351,234 1,451,762 2,005,671 23,300 138,867 2,070,731 0 0 44,104 924,666 1,101,961 0 0

高効率発電（1/2） 3,256,674 0 0 0 976,916 2,279,758 0 0 3,241,124 0 0 0 967,234 2,273,890 0 0

○最終処分に関する事業 174,780 0 66,780 0 0 108,000 0 0 154,184 0 56,984 0 0 97,200 0 0

第２御前石最終処分場整備事業 １ － － H.22 H.22 66,780 0 66,780 0 0 0 0 0 56,984 0 56,984 0 0 0 0 0

第２御前石最終処分場再生事業 ３ 3,200 t/年 H.25 H.25 108,000 0 0 0 0 108,000 0 0 97,200 0 0 0 0 97,200 0 0
規模は、年間再
生量を表す

○浄化槽に関する事業 25,482 0 0 1,374 1,374 7,578 7,578 7,578 25,482 0 0 1,374 1,374 7,578 7,578 7,578

浄化槽設置整備 ６ あきる野市 H.25 H.27 18,612 0 0 0 0 6,204 6,204 6,204 18,612 0 0 0 0 6,204 6,204 6,204

浄化槽設置整備 ７ 檜原村 H.23 H.27 6,870 0 0 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 6,870 0 0 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374

○施設整備に関する計画支援事業 73,925 15,750 14,175 6,000 6,000 0 16,000 16,000 73,925 15,750 14,175 6,000 6,000 0 16,000 16,000

第２御前石最終処分場整備事業 31 H.21 H.21 1,575 1,575 0 0 0 0 0 0 1,575 1,575 0 0 0 0 0 0

32 H.21 H.22 28,350 14,175 14,175 0 0 0 0 0 28,350 14,175 14,175 0 0 0 0 0

第２御前石最終処分場再生事業 33 H.23 H.24 12,000 0 0 6,000 6,000 0 0 0 12,000 0 0 6,000 6,000 0 0 0

34 秋川衛生組合 H.26 H.27 32,000 0 0 0 0 0 16,000 16,000 32,000 0 0 0 0 0 16,000 16,000

合計 8,697,017 21,833 119,355 358,608 2,557,962 4,471,706 387,951 779,602 6,601,824 15,750 71,159 51,478 1,988,917 3,532,382 328,154 613,984

エネルギー回収（１/３） 5,382,861 21,833 119,355 357,234 1,579,672 2,184,370 364,373 756,024 3,303,218 15,750 71,159 50,104 1,020,309 1,250,914 304,576 590,406

高効率発電（1/2） 3,256,674 0 0 0 976,916 2,279,758 0 0 3,241,124 0 0 0 967,234 2,273,890 0 0

※１　事業番号については、計画本文３(3)表４に示す事業番号及び様式３の施設整備に関する事業番号と一致させること。また、様式３に示す施策のうち関連するものがあれば、合わせて番号を記入すること。

※２　広域連合、一部事務組合等については、欄外に構成する市町村を注記すること。

※３　実施しない事業の欄は削除して構わない。

※４　同一施設の整備であっても、交付金を受ける事業主体ごとに記載する。

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２(平成２０年度）

［西秋川衛生組合構成市町村：あきる野市・日の出町・檜原村・奥多摩町］

事　業　種　別

事業主体名称

規模
事業期間

交付対象事業費（千円）

備　考
交付期間

開始 終了 合計 合計事 業 名 称 単位

0 0 0４ 958,230 0 590,406

既設施設機器更
新、ストック
ヤード新設、既
設焼却炉解体を
含む　［資源ごみ選別施設整備］

11.2 t/日 H.26 H.27 0 0 0

t/日 H.23 H.25

304,5760341,073 617,157 894,982 00

様
式
２

熱回収施設、リサイクルセンター、
修理・再生展示施設整備事業

汚泥再生処理センター整備事業

117

西秋川衛生組合

西秋川衛生組合

西秋川衛生組合

西秋川衛生組合

２



様式３

様式３

事業 実施

番号 主体 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

※1 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

11 ごみの有料化
　あきる野市に続き、日の出町も戸別収集
・有料化を行い、発生抑制に資する。

日の出町 H.21 H.26

12
環境教育の普及
啓発

　計画施設の建設に向けて、学習・展示施設等
を整備する中で、区域内の住民やＮＰＯとの連
携を保ち、生きた環境教育及び実践を行うこと
ができるような計画を策定する。

H.22 継続
関連事業

5

13
レジ袋、割り箸
対策

　地域内のスーパー、店舗と協力し、レジ袋の
有料化及び飲食店における割り箸の不使用など
を推進する。

H.22 継続

14
補助、助成の充
実

ａ　環境境域の普及啓発に関する助成制度
　の充実を図る。
ｂ　有料化の収益の一部を、率を決めて集
　団回収の補助金に充てる。

H.21 継続

15
排出汚濁負荷量
削減

啓発活動、排出抑制用品の普及等 H.21 継続

処理体制の
構築、変更
に関するも

の

21
施設整備に伴う
分別区分の変更

　循環型社会形成推進のための処理施設整備に
伴う分別区分変更

H.24 H.26
関連事業

2，4

1
第２御前石最終処
分場整備事業

西秋川
衛生組合

H.22 H.22 ○

2
熱回収施設整備
事業

西秋川
衛生組合

H.23 H.25 ○
関連事業

21

3
第２御前石最終
処分場再生事業

西秋川
衛生組合

H.25 H.25 ○

4
リサイクルセン
ター整備事業

西秋川
衛生組合

H.26 H.27 ○
関連事業

21

5
修理・再生展示
施設整備事業

西秋川
衛生組合

H.24 H.25 ○
関連事業

12

6 合併浄化槽整備 あきる野市 H.25 H.27 ○

7 合併浄化槽整備 檜原村 H.23 H.27 ○

参考
１

汚泥再生処理セ
ンター整備事業

秋川衛生組合 ○
第2期計画
H28～H30

31 １の計画支援 （第２御前石最終処分場整備事業）
西秋川

衛生組合
H.21 H.21 ○

32
２、４、５の計
画支援

（熱回収施設整備事業）（リサイクルセンター
整備事業）（修理・再生展示施設整備事業）

西秋川
衛生組合

H.21 H.22 ○

33 ３の計画支援 （第２御前石最終処分場再生事業）
西秋川

衛生組合
H.23 H.24 ○

34
参考１の計画支
援

　秋川衛生組合汚泥再生処理センター整備に係
る各種調査、発注支援事業

秋川
衛生
組合 H.26 H.27 ○

41 不法投棄対策
　組織市町村及び組合では、パトロールの強化
や街灯の設置などを行い、不法投棄防止を図
る。

３４市町村、
西秋川衛生組合

H.20 継続

42 清掃美化活動

　組織市町村では、市町村町内の自治会を主体
に一斉清掃活動を行っているが、監視による不
法投棄の防止をかねて、この活動を更にすすめ
る。

３４市町村 H.21 継続

43 温水供給
　計画する熱回収施設では、場内の熱利用のほ
か、近隣の施設等に温水を供給し、有効な熱利
用をはかる計画を検討する。

西秋川
衛生組合

H.26 継続

44
災害時の廃棄物
処理に関する事
項

　組織市町村が策定する災害廃棄物処理計画を
踏まえ、災害時に発生する廃棄物の広域処理体
制の確保を図るため、区域内及び周辺地域との
連携体制を構築する。

３４市町村、
西秋川衛生組合

H.22 H.24

　 本文３(3)表４に示す事業番号及び様式２の事業番号と一致させること。

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

開始 終了

事業期間

交付期間 交付金

必要の

要 否

事　業　計　画

備　考施　策　の　内　容

３４市町村

処理施設の
整備に関す

るもの

施設整備に
係る計画支
援に関する

もの

 その他

施策種別 施策の名称

発生抑制､再
使用の推進
に関するも

の

生活排水処理対策として合併浄化槽整備

PFI事業者選定、 

アドバイザリー、 

発注仕様書等 

導入の検討 

試験導入 

順次有料化 

施設建設に併せ、広報・普及 

                              普及啓発 → 順次試行 

普及・啓発と予算化 

区分の検討 

試 行 

工 事 

工事 

工 事 

 設 計 

 仕様書 

パトロール強化・普及啓発 

推進して広報・イベント開催 

方針策

体制の協議 

検討・設計 

実 施 

実施 

建設工事 

工 事 

再生計画策定、 

基本設計、発注仕様

書等の作成業務 

啓発活動 

整備 

整備 

発注 各種 



【参考資料様式１】

事業番号－４

都道府県名　　東京都　　　

(1) 事業主体名 西秋川衛生組合

(2) 施設名称 西秋川衛生組合リサイクルセンター（仮称）

(3) 工　　期 平成　２６　年度 　～　平成　２７　年度

(4) 施設規模 処理能力　１１．２t/日 （新設ストックヤード420㎡）

(5) 処理方式 選別・圧縮・減容

(6) 地域計画内の役割 資源化を進めるとともに、資源とならないごみを減らす。

(7) 有 無

既存焼却施設を解体し、跡地にストックヤード等を建設する。

「廃棄物原材料化施設」を整備する場合 （マテリアルリサイクル推進施設）

(8)

「ごみ固形燃料化施設」を整備する場合

(9) 固形燃料の利用計画 なし

「ストックヤード」を整備する場合

(10) ストック対象物 紙類、布類、白色トレイ及び選別・減容後の缶、びん、ペットボトル等

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合

(11) ① 分別収集回収拠点の整備

・ごみの分別収集・処理方法

・ごみ容器の種類・設置基数

・建築物の構造

② 小規模ストックヤードの整備

・施設規模

　　420㎡程度とするが、今後、詳細な検討の上で決定する。

　　建設位置は、既存の焼却施設の跡地とする。

・ストック対象物

③ プレス機の整備

・処理方法

・処理能力

・設置場所

　　既存の不燃物処理・資源化施設の建家を利用し、設備を更新する。

④ 電気ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備

・導入台数（積載量） 　計画していない。

・運行計画

(12) 事業計画額

　缶、びん、ペットボトルは、分別して収集し、計画施設で選別・減容後、再
生利用する。また、紙類、布類、白色トレイ等は分別して収集し、ストックし
て再生利用する。

容器包装リサイクル
推進施設の内訳

９５８,２３０ 千円

施　設　概　要　（リサイクル施設系）

生成する原材料及び
その利用計画

　　１日５時間運転で、１１．２t/日とする。

　　①缶、ペットボトルの減容物ストックヤード
　　②びん類のストックヤード
　　③紙類、布類、白色トレイ等のストックヤード

　基本的には箱等とし、戸別又はステーション収集とするが、今後、組織市町
村と協議して決定する。

　　ア　缶類は、鉄とアルミに選別し、プレスする。
　　イ　ペットボトルは、選別後、プレスする。

廃焼却施設解体工事
の有無

リサイクルセンター：缶、びん、ペットボトル、白色トレイ等のリサイクル

　既存施設の建家を用いて設備を更新するほか、既存の焼却施設を撤去
し、ストックヤードを建設する。

参考資料様式１ 



【参考資料様式１】

事業番号－５

都道府県名　　東京都　　　

(1) 事業主体名 西秋川衛生組合

(2) 施設名称

(3) 工　　期 平成　２４　年度　～　平成　２５ 年度

(4) 施設規模

(5) 処理方式

(6) 地域計画内の役割

(7) 有 無

「廃棄物原材料化施設」を整備する場合

(8)

「ごみ固形燃料化施設」を整備する場合

(9)
固形燃料の利用計
画

なし

「ストックヤード」を整備する場合

(10) ストック対象物 なし

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合

(11)

施　設　概　要　（リサイクル施設系）

廃焼却施設解体工
事の有無

生成する原材料及
びその利用計画

なし

西秋川衛生組合修理・再生展示施設（仮称）

延床面積　　約６９０㎡

中古品・不用品の修理、再生利用品・資料等の展示

　中古品・不用品の修理、再生利用品・資料等の展示及び施設見学者・団体等
の受け入れなどによる３Ｒの普及啓発に資するための施設整備。

(12) 事業計画額 １９２,６０９ 千円

容器包装リサイク
ル推進施設の内訳

なし

参考資料様式１ 



【参考資料様式２】

事業番号－２

都道府県名　　　東京都　　

(1) 事業主体名 西秋川衛生組合

(2) 施設名称 西秋川衛生組合熱回収施設（仮称）

(3) 工　　期 平成　２３　年度　～　平成　２５　年度

(4) 施設規模 処理能力 １１７ t/日 （５８.５t/日×２炉）

(5) 形式及び処理方式 全連続燃焼式、ガス化溶融方式

１．発電の有無 有（発電効率　１４％以上） ・ 無

２．熱回収の有無 有（熱回収率　　　　　％） ・ 無

(7) 地域計画内の役割

有 無

「灰溶融施設」を整備する場合

「高効率原燃料回収施設」を整備する場合

１．発生ガス回収効率 Nm3/t

２．発生ガス量 Nm3/日

(11) 回収ガスの利用計画 なし

発生ガス回収効率
及び発生ガス量

余熱利用の計画

(8)
廃焼却施設解体工事
の有無

スラグの利用計画

施　設　概　要　（高効率ごみ発電施設系）

７,２７１,９９１千円

　３Ｒを推進した上で、残る可燃物を溶融することにより、スラグ及び金属類
を再生利用する。

　スラグは粒度選別、摩砕後、アスファルト骨材、コンクリート２次製品等に
利用する。

(10) なし

(12) 事業計画額

(6)

(9)

参考資料様式２ 



【参考資料様式３】

事業番号－１

都道府県名　　東京都　　

(1) 事業主体名 西秋川衛生組合

(2) 施設名称

(3) 工　　期 平成　２２　年度

(4) 処分場面積、容積 総面積   ㎡　埋立面積   ㎡　埋立容積

埋立開始 平成　１２　年度

埋立終了 平成　２７　年度（再生事業による延命見込み　平成４７年度）

(6) 跡地利用計画

(7) 地域計画内の役割

(8)

10,100

(5)

30,700

有　　　　　無

処分開始年度
及び終了年度

廃焼却施設解体工
事の有無

増設分：30,524 ㎥
(総埋立容積 87,000㎥)

施　設　概　要　（最終処分場系）

６６，７８０ 千円事業計画額

西秋川衛生組合第２御前石最終処分場

最終覆土後、緑地化する。

(9)

　循環型社会形成に向けて、再利用及び減量化を推進していくが、
焼却施設や不燃・粗大ごみ処理施設で最後に残る飛灰や不燃残さ等
を安全に最終処分するための処分場の確保は必須である。

参考資料様式３ 



【参考資料様式３】

事業番号－３

都道府県名　　東京都　　

(1) 事業主体名 西秋川衛生組合

(2) 施設名称 西秋川衛生組合第２御前石最終処分場（再生事業）

(3) 工　　期 平成　２５　年度

(4) 処分場面積、容積 総面積 ㎡　埋立面積 ㎡　埋立容積 ㎥

埋立開始 平成　１２　年度

埋立終了 平成　４７　年度

(6) 跡地利用計画

(7) 地域計画内の役割

(8) 有 無

(9) 事業計画額

最終覆土後、緑地化する。

１０８,０００千円

処分開始年度
及び終了年度

　現在、第２御前石最終処分場に埋め立てられている焼却灰及び不
燃残さ等を掘り起こし、最終処分場の延命を図るとともに、処分場
の埋立物を資源化することにより、循環型社会の形成に資する計画
とする。

廃焼却施設解体工
事の有無

(5)
（見込み）

施　設　概　要　（最終処分場系）

87,00030,700 10,100

参考資料様式３ 



参考資料様式５ 

【参考資料様式５】 
事業番号－６ 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  東京都     

 (1) 事業主体名 あきる野市 

 (2) 事業名称  浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容 公共水域の水質改善、汚染防止を目的に、下水道の整備及び合併処理浄
化槽の設置を推進していくものとする。 
地区によっては今後人口の減少も見込まれることから、公共下水道整備

と浄化槽設置の維持管理費など費用対効果の比較を行い、地域特性、水質
保全効果、経済性などの観点から、公共下水道で整備する区域と、合併処
理浄化槽で整備する区域ごとに分類し、整備を図る。 

 (4）事業期間 平成２５年度～２９年度 

 (5) 事業対象地域の要件  浄化槽設置整備事業実施要綱 
第３ 事業の内容 
（１） 事業の対象となる地域 
  ア 下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の認可又は同法第2 

5条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域 
（以下「下水道事業計画区域」という。）以外の地域であって、 
次の（ア）から（キ）のいずれかに該当する地域であること。 

（イ） 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第14条の7第1項に規 
    定する生活排水対策重点地域 
  イ 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の 
   地域であって、次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する地域 
   であること。 

（イ） 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第14条の7第1項に規 
    定する生活排水対策重点地域 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費        ３１，０２０千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費           千円 
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費             千円 

 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】 

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽  ４０基（ ２００人分） ５基 15,990,000 15,990,000 15,990,000 

 6～ 7人槽  ２５基（ １７５人分） 基 12,150,000 12,150,000 12,150,000 

 8～10人槽  ５基（   ５０人分） 基 2,880,000 2,880,000 2,880,000 

 11～20人槽  基（       人分） 基    

 21～30人槽  基（       人分） 基    

 31～50人槽  基（       人分） 基    

 51人槽以上  基（       人分） 基    

 改 築  基     

 計画策定調査費      

 合 計  基（    ４２５人分） 
 改築を除く 

５基 31,020,000 31,020,000 31,020,000 

 



参考資料様式５ 

【参考資料様式５】 
事業番号－７ 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  東京都     

 (1) 事業主体名  檜原村 

 (2) 事業名称  浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容  本村は秋川の最上流部に位置し、秋川流域の水質を保全する責任は重大
であることから、平成18年度より公共下水道の供用開始を行っている。 

 生活排水処理の方法については、村内全ての家屋について、公共下水道
による整備を行った場合と、合併処理浄化槽による整備を行った場合との
費用比較や、費用対効果を検証し、公共下水道を整備する地区以外の区域
については、合併処理浄化槽による生活排水の適正な処理を進めている。 

 (4）事業期間 ２３年度～２７年度 
 (5) 事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 

第３ 事業の内容 
（１）事業の対象となる地域 

ア 下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の認可又は同法第2
5条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域
（以下「下水道事業計画区域」という。）以外の地域であって、
次の（ア）から（キ）のいずれかに該当する地域であること。 

（イ）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第14条の7第1項に既
定する生活排水対策重点地域 

イ 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の
地域であって、次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する地域
であること。 

（イ）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第14条の7第1項に既
定する生活排水対策重点地域 

 (6) 事業計画額  交付対象事業費  ６，８７０千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費           千円 
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費             千円 

 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 
 【浄化槽設置整備事業の場合】 

 区分  交付対基数 
 （      人分） 

うち 
単独撤去 

 基準額  対象経費 
 支出予定額 

 交付対象 
 事業費 

 5人槽 １０基（   ５０人分） 基 4,440,000  4,440,000  4,440,000  

 6～ 7人槽 ５基（  ３５人分） 基 2,430,000  2,430,000  2,430,000  

 8～10人槽 基（     人分） 基    

 11～20人槽  基（       人分） 基    

 21～30人槽  基（       人分） 基    

 31～50人槽  基（       人分） 基    

 51人槽以上  基（       人分） 基    

 改 築  基     

 計画策定調査費      

 合 計 １５基（  ８５人分） 
 改築を除く 

基 6,870,000  6,870,000  6,870,000  

 



参考資料様式６

【参考資料様式６】

(1) 事業主体名

① 第２御前石最終処分場の施設整備

② 熱回収施設、リサイクルセンター、修理再生展示施設の施設整備

③ 第２御前石最終処分場の再生事業 のため

(3) 事業名称

(4) 事業期間

１２,０００千円

　平成２１年度～
　　　　平成２２年度

平成２１年度

　

　・処分場再生計画策定
  ・基本設計
  ・発注仕様書等

平成２３年度～
平成２４年度

西 秋 川 衛 生 組 合
熱回収施設整備事業
リサイクルセンター
施 設 整 備 事 業
修理・再生展示施設
整 備 事 業
計 画 支 援 事 業

計 画 支 援 概 要

(2) 事業目的

西秋川衛生組合

都道府県名　　東京都   

事業概要

西 秋 川 衛 生 組 合
第２御前石最終処分場
再 生 事 業 計 画
支 援 事 業

・実施設計委託
・発注仕様書等

　・ＰＦＩ事業者選定
　　アドバイザリー
　・発注仕様書等

西 秋 川 衛 生 組 合
第２御前石最終処分場
整備事業計画支援事業

(6) 事業計画額 １，５７５千円 ２８，３５０千円

(5)



参考資料様式６

【参考資料様式６】

(1) 事業主体名

① 汚泥再生処理センター施設整備

のため

(3) 事業名称

(4) 事業期間
　平成２６年度～
　　　平成２７年度

計 画 支 援 概 要

(2) 事業目的

秋川衛生組合

都道府県名　　東京都   

事業概要

・生活環境影響調査
・地質調査
・測量調査
・土壌汚染調査
・発注仕様書作成等
  発注支援業務

有機性廃棄物リサイ
クル推進施設整備計
画支援事業

(6) 事業計画額 ３２，０００千円

(5)
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